
 

 

 

令和３年度（２０２１年度） 

甲 賀 市 職 員 採 用 試 験 

≪ 一般事務、保育士・幼稚園教諭≫ 

 

― 受 験 案 内 ― 

 

 

受 付 期 間  令和３年５月２７日（木）～６月１７日（木） 

試 験 日  令和３年７月１１日（日） 

 

 

 

 ※試験に関する問合わせ先  

   甲賀市役所人事課人事係 〒528-8502 甲賀市水口町水口 6053 番地 

                電話 (0748)69-2122(直通) 

                F A X (0748)63-4086 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

甲賀市では、“あい甲賀 いつもの暮らしに「しあわせ」を感じるまち”実

現のため、高い使命感と責任を自覚し、創意工夫のもと、自発的に行動でき

る人材を求めています。 



1 

１ 試験区分、職種および採用予定人員                      

 

試験区分 職 種 採用予定人員 職 務 内 容 

上級行政 一般事務 ２０名程度 一般行政事務 

中級行政 
保育士・ 

幼稚園教諭 
５名程度 保育や幼児教育に関する業務 

 

 

２ 受験資格                                  

 

（１）各職種で次に該当する者が受験できます。 

職 種 受 験 資 格 

一般事務 平成４年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた者 

保育士・ 

幼稚園教

諭 

次のア、イの両方に該当する者 

ア 昭和６２年４月２日以降に生まれた者 

イ 保育士資格および幼稚園教諭免許を有する者、または取得する見込

み(※)の者 
(※)令和４年３月３１日時点で、養成施設卒業により資格を得る者が卒業して

いない場合、または保育士試験合格により資格を得る者が合格していない場

合は採用されません。 

（２）次のいずれかに該当する者は受験できません。 

ア 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることが

なくなるまでの者 

イ 甲賀市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

 

（注）令和３年度に甲賀市で実施する他の職員採用試験には、重複して申込みできません。 

 

 

３ 第１次試験                                

 

（１）試験の日程 令和３年７月１１日（日） 

【午前】教養試験等 

（一 般 事 務）午前 ９時３０分開始 

（保育士・幼稚園教諭）午前１０時１５分開始 

【午後】専門試験 

（保育士・幼稚園教諭）午後 １時００分開始 

 

（２）試験の場所 

 （一 般 事 務）水口社会福祉センター（甲賀市水口町水口 5609 番地） 

（保育士・幼稚園教諭）甲賀市役所（甲賀市水口町水口 6053 番地） 
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（３）試験の方法、内容 

職 種 
試験の方法 

午前 午後 

一般事務 教養試験（大卒程度）120 分  

保育士・幼稚園教諭 教養試験（短大卒程度）75 分 専門試験 90 分 

※ 教養試験（大卒程度）は、時事、社会・人文および自然に関する一般知識ならびに文章理解、

判断・数的推理および資料解釈に関する一般知能について、択一式の筆記試験を行います。 

※ 教養試験（短大卒程度）は、社会についての関心や基礎的・常識的な知識、職務遂行に必要

な基礎的な言語能力・論理的思考力について、択一式の筆記試験を行います。 

※ 専門試験は、必要な専門知識および能力について、択一式の筆記試験を行います。 

 

（４）試験の結果発表 

７月下旬に甲賀市役所前の掲示板に合格者の受験番号を掲示するほか、受験者全員

に合否を通知します。また甲賀市のホームページにも合格者の受験番号を掲載します。 

 

 

４ 第２次試験（保育士・幼稚園教諭は最終試験）                    

  

（１）試験の日時および場所 

    ８月上旬～中旬に行う予定ですが、詳細は第１次試験の合格者に通知します。 

（２）試験の方法、内容 

職 種 試験の方法 

一般事務 口述試験（集団面接、集団討論）、適正検査 

保育士・幼稚園教諭 実技試験（集団）、口述試験（個別面接） 

（３）第２次試験の結果発表 

８月下旬に甲賀市役所前の掲示板に合格者の受験番号を掲示するほか、第２次試験

受験者全員に合否を通知します。また、甲賀市のホームページにも合格者の受験番号

を掲載します。 

 

 

５ 最終試験 （一般事務）                          

（１）試験の日時および場所 

    ８月下旬に行う予定ですが、詳細は第２次試験の合格者に通知します。 

（２）試験の方法、内容 

職 種 試験の方法 

一般事務 口述試験（個別面接） 

 

６ 最終合格者発表 （一般事務）                      

 

第１次および第２次試験の結果に基づいて合否を決定の上、９月上旬に甲賀市役所前の

掲示板に合格者の受験番号を掲示するほか、第２次試験受験者全員に合否を通知します。

また、甲賀市のホームページにも合格者の受験番号を掲載します。 
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７ 合格から採用まで                              
 

（１）最終合格者は採用候補者名簿に登録され、成績順に採用が決定されます。なお、こ

の名簿は作成の日から原則として 1 年間有効です。 
（２）採用は令和４年４月１日の予定です。 

 
 
８ 給与                                    

 

給与は甲賀市職員の給与に関する条例等に基づいて支給されます。経験等のある場合は

その内容、期間に応じて加算されます。このほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤

手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。 

試験区分 職種 給料月額（新卒者の場合） 

上級行政 一般事務 大卒 182,200 円 

中級行政 保育士・幼稚園教諭 大卒 177,000 円、短大(２年制)卒 163,100 円 

上記の額は、令和３年４月１日現在のものです。 

 

 

９ 受験手続および受付期間                           

 

（１）申込方法 

  申込みは、下記の受付期間内に甲賀市採用ホームページ内の「応募フォーム」から行

ってください。（https://saiyo.city.koka.lg.jp/entry） 

   【注意事項】 

 申込完了後、応募フォームに入力されたメールアドレス宛に応募受付完了メー

ルが自動送信されます。24 時間経ってもメールが届かない場合は、甲賀市役所

人事課人事係へご連絡ください。（迷惑メールフォルダに振り分けられている可

能性もありますのでご確認ください。） 

 事前に「wordpress@saiyo.city.koka.lg.jp」からのメールが受信できるよう設

定してください。 

 応募受付完了メールは試験当日確認しますので、保存するかメール画面を印刷

しておいてください。 

 郵送および人事課窓口での申込受付は行いませんのでご注意ください。 

 応募手続きに不備があり、受付期間内に応募が完了せず、受験ができない場合、

本市は一切責任を負いません。 

 （２）受付期間 

   令和３年５月２７日（木）午前９時３０分から 

令和３年６月１７日（木）午後１１時５９分まで 

 

 

１０ 試験の注意事項                            

 

（１）試験当日、受付時に応募受付完了メールを確認します。スマートフォン等の画面を

提示するか、メール画面を印刷したものを持参してください。 
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（２）遅刻者は、特別の理由がある場合以外は受験できません。 

（３）筆記用具（ＨＢの鉛筆等、消しゴム）を持参してください。 

（４）試験会場では係員の指示に従ってください。 

（５） 使用できる時計は計時機能だけのものに限ります(電子機器等は使用できません）。 

（６）試験会場は禁煙です。 

（７）保育士・幼稚園教諭を受験される方は、昼食を持参してください。 

（８）試験会場へは可能な限り公共交通機関を利用してください。自家用車で来られる場

合は、甲賀市役所（甲賀市水口町水口６０５３番地）の駐車場を利用してください。

水口社会福祉センターの駐車場は利用できません。 

 

 

１０ 新型コロナウイルス感染症対策                             

（１）新型コロナウイルス感染症などに罹患し、治癒していない方、濃厚接触者として 

健康観察指示を受けている方は、他の受験者への感染のおそれがあるため、当日の

受験を控えてください。また、試験当日はご自身で必ず検温を実施していただき、

発熱がある場合や風邪症状や強い倦怠感、息苦しさがあるなど体調が悪い場合も受

験を控えてください。 

（２）試験会場内では、マスクの着用をお願いします。なお、本人確認のための写真照合 

の際や口述試験時にはマスクを一時的に外してもらう場合があります。 

（３）試験会場は、適宜、窓やドアなどを開け換気を行います。室温の高低に対応できる 

服装でお越しください。 

（４）密集を避けるため、受験者間で一定の距離が確保されるような配席とします。 

 

 アクセス  

○ ＪＲ貴生川駅 →（近江鉄道）→ 水口城南駅→（徒歩５分） 

○ ＪＲ貴生川駅→（甲賀市コミュニティバス）→【八田ルート】甲賀市役所 

【和野・中畑ルート】甲賀市役所 

【広野台ルート】あいこうか市民ホール 

 

※甲賀市役所から水口社会福祉センターまで徒歩３分 


